
様式第３号（第４条関係） 
令和８年３月３１日 

　竹富町議会議長　大久　研一　殿 

竹富町議会議員　山下　義雄 

政務活動費収支報告書 

　竹富町議会政務活動費の交付に関する条例第７条第１項の規定により、政務活動費に係る収支について、下
記のとおり報告します。 

記 

１　政務活動費の額　　　金　８８，４８５　　円 

２　政務活動の期間　　　第４四半期（　１月から　３月） 

３　政務活動費の対象となる経費の内訳 

項 目 金 額 備 考

調査研究費 88,485 　経費102,639円の内88,485円を請求する。

研修費

広報費

広聴費

要請・陳情活動費

会議費

資料作成費

資料購入費

人件費

事務所費

合 計 88,485 受領済額       181,515  円　　　　　累計額　270,000　円



















第４四半期 1 月〜3 月 山下義雄 政務活動報告 
 
 
視察目的・視察場所 
 
・京都市における宿泊税の徴収と納税状況及びその使途などの行政の取り組みについて 

 京都市役所 行財政局 市税事務所 法人諸税室 宿泊税担当部局 
 
・オーバーツーリズムとインバウンドが集中する観光地の課題対策について特に混雑が問題にな

っている 

 東町エリア 平安神宮・祇園神社・清水寺 など 
 
・沖縄本島の高校に進学する離島高校生が利用する集合的な学寮、「群星寮」の名で親しまれて

いるが、インフルエンザなどの病状が出た際は、保護者が飛行機に乗って出向き、ホテルなどで

滞在しながら生徒の回復を待つなどの負担を強いられている状況 

 沖縄県立離島児童生徒支援センター 
 
・移住定住の推進をする上で、生コン価格の異常な高騰を受けて、町内で建造しても低価格で暮

らしやすい、木造平屋建ての住居にヒントをうるため、日本各地の伝統的な古民家の展示がある 

 公益財団法人 大阪府文化財センター 日本民家集落博物館 
 
・町内における有害鳥獣駆除や外来種の駆逐に活躍する、猟銃を所持する猟友会員にとって、取

得のための県外射撃場への交通費や滞在費用が大きな個人負担となっている。沖縄県内には射撃

場がなく、教習射撃講習や、使用する猟銃の照準調整や点検、技術向上のための標的射撃訓練な

どを受けられる県外の射撃場に予約を取り出向かなくてはならない。 

 大阪 高槻国際射撃場 
 
以上各地を視察し研究調査を実施した。 
 
 
視察日程 

3 月 22〜28 日 6 泊 7 日 

22 日 西表→石垣 出発（翌朝の飛行機便のため石垣宿泊） 

23 日 石垣→那覇 沖縄県立離島児童生徒支援センター 

24 日 那覇→大阪 移動日 

25 日 大阪→京都 高槻国際射撃場 

26 日 京都→大阪 京都市役所・東町観光エリア 

27 日 大阪→石垣 移動日（到着後船便なし石垣宿泊） 

28 日 石垣→西表 帰省 
 
※ 石垣島での前後の宿泊は、議会中などの滞在と同様に身内のアパートを利用し、空港ー大阪ー

京都間の電車移動分は交通系 IC カード Suica を利用したため、各路線の領収書が取れず、経費と

して計上していません。   
 
 
視察結果について 
 
・京都市における宿泊税の徴収と納税状況及びその使途などの行政の取り組みについて 

 京都市役所行財政局 市税事務所 法人諸税室 宿泊税担当部局 
 
観光入域者数 100 万人超えともいわれる竹富町内において、日帰り来訪者が割合の多くを占める

ことで、様々な公共インフラの整備や維持管理に多大な町民負担が続いており、そのアンバラン



スな負担を軽減していくために、令和 7 年 6 月議会において観光入域税に当たる「竹富町訪問税

条例」が可決され交付された。 

しかし、現在は総務相の許認可待ちの状況が続いており、年間の町民負担の試算額は約 20 億円

と、観光立町でありながら非常に不公平な負担を強いられ、自主財源不足の厳しい財政状況が続

いている。 
 
一方で、「沖縄県宿泊税条例」が令和 9 年 2 月 1 日から導入されることが決定し、宿泊事業者は

税の徴収を行う特別徴収義務者となり、県に対し毎月申告納税が義務化される。 

宿泊業者への説明や負担は不十分で不明瞭なまま、徴収義務者としての納税義務が課されようと

している。 
 
令和 8 年 3 月定例議会一般質問において、竹富町は世界自然遺産を有する 西表島 をはじめ、多く

の観光資源を抱える観光立町でもある一方で、観光による環境負荷、港湾混雑、ゴミ問題、イン

フラ老朽化など、受益と負担のアンバランスが顕在化していること。 

そしていま問われているのは 
 
「観光で得る利益と、地域や町民が負担するコストをどう公平にするのか？」 
 
という問題について、 
 
「観光で成り立つ町が、持続可能な行政へ移行できるか」 
 
を念頭に 
 
・観光によって得られる財源の再設計 

・世界自然遺産をはじめとする自然環境の管理体制 

・そして島々地域振興に向けた行政運営の改善 
 
の三点について町の見解を伺ったが、異なる税の導入に向けた明確な方向性や、それぞれの税の

導入に向けた、詳細な今後の財源化の取り組みに、負担軽減支援策や啓発啓蒙手段などについて

はまだまだ検討段階というような状況であると認識した。 
 
今後、出来る限り速やかに、それぞれの税制度について、町民や宿泊業者、そして観光入域者な

どの納税に対する理解を深め、税が重複することで過重な負担感になり、観光地として敬遠され

る事態とならないようにも、徴収体制や使途については、インフラの改善のみならず、あらゆる

地域住民の生活改善や従来からの穏やかな暮らしの担保、自然環境保全対策など、行政の取り組

みを一層加速させなければならない時期に来ている。 

今後、しっかりとしたマスタープランを計画し詳らかに公表し、長年の町民負担による厳しい財

政状況からの脱却と、魅力あふれる自然環境の保全を強化拡充し、さらなる豊な住民生活と島々

地域、持続的な竹富町の振興発展につなげていくこと。 
 
以上の理由を目的に、主に宿泊税の徴収や納税状況とその使途としてのオーバーツーリズム対策

や住民生活の保全に向けた対策などを学ぶため、全国でも突出して高い宿泊税を導入している京

都市を中心に視察しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 



宿泊税について、京都市に対し事前に質問を通告し回答を得た内容 
 
※ 参考資料 

年 年収 1,000 万円以上の外国人 

観光客の割合 

 

H27 16.7%  

28 13.1%  

29 10.0%  

30 14.4%  

R1 15.2%  

2 -  

3 -  

4 -  

5 34.8%  

   6 31.7%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

  
 
竹富町議会議員 山下義雄 
  

視察および調査研究に向けた事前の質問事項 

【京都市宿泊税とオーバーツーリズム対策について】 
  
 
１．なぜ「定率」ではなく「段階定額制」にしたのか？ 

①制度設計の核心部分 

(回答) 

〇 一般に定率制は税額計算が煩雑であることに加え、京都市には宿泊料金と食事代などの区別が

困難な宿泊施設（料理旅館等）も多く存在していることから、制度の実行性と公平性を両立でき

る方法として、現在は「段階的定額制」を採用しています。 

２．最高額帯（100,000 円以上）を 10,000 円に設定した根拠は？ 

(回答) 

〇 平成３０年の宿泊税導入以後、京都市では客室単価が数十万円以上の客室を有するラグジュア

リーホテル等の開業が相次いでおり、こうした高価格帯施設の宿泊者に応分の御負担をいただく



ため、財政需要や、宿泊料金に対する税の比率でみたときの他の区分とのバランス、海外他都市

の事例等を踏まえて設定したものです。 
 
 
３．税率を上げても観光客数は減らないという試算はあったのか？ 

 (回答) 

〇 定量的な試算は持ち合わせていませんが、関係団体へのヒアリングなどから、税率見直しによ

る宿泊客数への影響は小さいものと見込んでいます。 

また、仮に税負担の増加による短期的な集客へのマイナスがあったとしても、宿泊税収を効果

的に活用し、京都のまちの魅力や観光の質を高めていくことが、京都の中長期的な発展に寄与す

ると考えています。 
 
 
４．導入前に観光業界や特別徴収義務者からどのような反応があったか？ 

(回答) 

〇 宿泊業界にとって負担ではあるが、京都の観光やまちづくりの発展につながるのであれば協力

したいという御意見をいただいています。このほか、宿泊事業者の皆様からは、税収の使途や徴

取事務負担の低減・支援などについて要望をいただいています。 
  
１．宿泊税導入後、観光客数に変化はあったか？ 

②オーバーツーリズムへの実際の効果 

(回答) 

○ 宿泊税を導入した平成３０年の観光客数は、５，２７５万人、直近、令和６年の観光客数は 

５，６０６万人と、コロナ禍を除き、直近１０年は５，５００万人前後で推移しています。 
  
２．混雑緩和の具体的成果は？ 

(回答) 

○ 本市では、一部の時期・時間・場所に観光客が集中することで、一部の市バス路線や、道路、観

光地周辺等において局所的に混雑の問題が生じており、これまでから、庁内関係各局及び、地域

や事業者等とも連携の下、観光の分散化、市バスや道路の混雑対策を推進してきました。 
  
○ 特に顕著な混雑が懸念された東山地域、とりわけ秋の観光ピーク期における東大路通南行の四条

～五条間で発生している渋滞について、一時的な混雑が見られたものの、迂回誘導等の取組によ

り、旅行速度の改善を確認することができました。また、同エリア内にある観光バス駐車場（清

水坂観光駐車場）の完全予約制等の実施により、東大路通の交差点から駐車場入り口までの所要

時間が昨年以上に短縮しております。 
 
○ 更に、京都駅と観光地を直接繋ぐ「観光特急バス」については、昨年秋の観光シーズンの最繁忙

期に、１人平均３，３２３人と、多くの方に御利用いただいており、また、地域、事業者と連携

した観光マナー啓発・散乱ごみ対策を推進した結果、ごみの散乱はほぼ見られなかったことな

ど、一定の効果を確認しました。 
 
○ 他方、「京都観光に関する市民意識調査」では、約８割の市民が「混雑やマナーに迷惑してい

る」と感じていることからも、取組を継続・充実させる必要があるものと認識しています。 
 
※ 本市では、「市民生活と観光の調和・両立の推進 ～令和７年秋の取組結 果～」をＨＰ上で公開

しております。あわせて御参照いただければ幸いです。 

「京都市：令和 7 年秋の観光シーズンにおける取組」 

３．修学旅行・インバウンド・富裕層の比率はどう変化したか？  

(回答) 

○ 修学旅行生、外国人観光客数については、「②１．宿泊税導入後、観光客数に変化はあった

か？」の（参考）を御参照ください。 



  
○ なお、「富裕層」の比率に関する調査は行っておりませんが、御参考として、年収１，０００

万円以上の外国人観光客の割合の推移は以下のとおりです。 
  
 ４．「量から質へ」の転換は実現しているか？ 

 (回答) 
○  
※ 令和２年から令和３年については調査を実施していない。 

（参考）年収 1,000 万円以上の外国人観光客の割合 
 
 
「質の高い観光」とは、市民、観光客、観光関連事業者・従事者等、京都観光に関わる全ての

人々にとって満足度の高い観光を指すものと考えております。 
  
○ このため、一概に「こうなれば「量から質へ」の転換が実現」と評価できるものではありませ

んが、例えば、 

・京都市の発展に観光が重要な役割を果たしていると思う市民の割合は ７０．１％（Ｒ７） 

・京都観光に大変満足した観光客の割合は日本人２５．９％（Ｒ６）外国人４９．５％（Ｒ６） 

・京都の観光業界で働き続けたいと思う従事者の割合は ６４．４％（Ｒ７） 

となっており、引き続き、これらの割合を伸ばすよう取り組んでいく予定です。 
 
 
１．宿泊税の使途はどのように決定しているか？ 
 
③税収の使途と政策効果 

(回答) 

〇 京都市宿泊税条例第１条に明記されている「国際文化観光都市としての魅力を高め、及び観光

の振興を図る施策（※）」に充当するため、事業所管局において、該当事業をリストアップして

いる。 

（※）対象となる施策 

①観光を通じた京都の魅力の継承・発展 

②文化の力を活かした価値創造 

③品格ある景観創造 

④観光課題対策の着実な実施 

⑤市民・観光客双方の利便性向上や安心安全につながる都市基盤整備 

この分類は、令和６年に実施した「京都市持続可能なまちづくりを支える税財源の在り方に

関する検討委員会」での審議及び答申を踏まえている。 
  
 
〇 これらの事業のうち、観光客増による行政需要（観光の魅力発信や混雑対策など）や、観光客

数に応じて取り組むものではないが、京都の魅力として、市民負担・協力も得て保存・継承を行

っている事業（文化財保護や景観対策など）について、一般財源負担分全額に宿泊税を充当して

いる。 

その他、観光客も利用する道路などの社会インフラ等、観光客も一定の便益を得ている事業に

ついて、観光客の受益相当分を限度に充当している。 
 
 
２．一般財源化していないか？ 

 (回答) 

〇 まず、宿泊税については、国・本市ともに「特定財源」に分類しておらず、予算・決算説明書

においても「一般財源」としている。 

そのうえで、充当額は前述のとおり、観光客の受益相当分を超えない範囲で決定している。 



３．使途の透明化はどのように担保しているか？ 

 (回答) 

〇 市会に対しては、予算提案時点において、宿泊税活用事業を明示したうえで審議されており、

決算時点においても同様に報告している。また、市会の議決・広告後、市民等向けのホームペー

ジにおいても、宿泊税活用事業を一覧化し、公表している。 
 
 
④制度運用上の課題 

(回答) 

〇 特別徴収義務者の多国籍化により、言語の壁により意思伝達が難しい場合や、特別徴収義務者

と連絡がつかない場合が散見される。また、課税補足のための税務調査において、資金や宿泊予

約の動きが把握しづらい事例も生じている。 
 
以上の報告は年度末であったため、視察後に事務局を通していただいたものになりますが、事前

に電話による問い合わせや視察受け入れを申し入れた上で、京都市役所を訪れ担当者に聞き取り

調査をさせて頂きました。 
 
・オーバーツーリズムとインバウンドが集中する観光地の課題対策について特に混雑が問題にな

っている 

 東町エリア 平安神宮・祇園神社・清水寺 など 
 

    
 

   



   
 
視察の成果・効果や今後の活用について 
 
市役所でのヒアリングの後に実際に、インバウンドが集中する京都市内の人気スポット東町エリ

アにある、平安神宮や祇園祭りが開催される、通称「祇園さん」で親しまれる八坂神社と清水寺

を、1 日乗り放題のバス券 1100 円を購入して巡回しました。 

日常的に市民が活用する市バスでしたが、1 時間あたり 4〜5 本運行されていて、数分待てば次の

バスが来るような頻度で巡回しており、各方面エリア系統も様々な路線があって非常に利用しや

すかったです。 

ただ市民の生活路線でありながら、多くの観光客も利用しており、どのバスも乗り降りは混雑し

ているように感じました。 

ある車内では、お年寄りが降車のため席をたち、空いた座席の前に立っていた外国籍であろう家

族の父親が、自分の子どもではなく、離れた位置に立って乗車していた別のお婆さんに身振りで

座るように勧める気遣いと優しさを目撃したシーンもありました。 

しかし正直言って、それぞれの寺社に通じる参道や境内では、一言では言い表せない異様さや異

次元的な状況を目の当たりにしました。 

具体的には、まず人気エリアに滞在している観光客の割合として 7〜８割が外国籍と思われる人々

であり、日本人は圧倒的に少数でした。聞こえる言語も多国籍な会話ばかりでした。 

そして日本への憧れや興味関心などから、レンタルの着物を着用して寺社を背景にスマホなどで

撮影する方々が圧倒的に多くみられました。 

歴史のある日本の古都というよりは、まるで海外のテーマパークにいるような感覚に陥りまし

た。 

春休みということもあって、学生や卒業旅行と思われる日本の若者たちも目にしましたが、たと

えば修学旅行でこの地を訪れた日本の子どもたちが受ける印象は、重厚な日本の歴史や文化圏と

いうよりも、ただただインバウンドに翻弄される現在の日本の無秩序な危機感のようなものかも

しれないと感じました。 
 
オーバーツーリズムと言われる観光目的の入域者たちが及ぼす影響は、古い歴史の中で受け継が

れてきた伝統的な景観や佇まい、そして文化やモラルの違う大勢の人々を受け入れる上では、そ

の場に根付いてきた雰囲気や情緒といったようなものまで失わせてしまうのだと率直に感じまし

た。 

本来そこに暮らしてきた人々の従来からの暮らしや、その地域をふるさととして受け継ぐべき将

来や未来の世代に対しても、安心安全で落ち着いた生活環境を保全するための配慮や、日本人と

しての文化的な価値観などを伝えられる場所としての生活様式や存在意義を失わせないために

も、残すべきものはしっかりと残せるような取り組みをするべきだと感じました。 
 
私たちの暮らす離島での生活には、不便であったり物価高や輸送コストなどの不利性などが常に

付きまといますが、素朴な中でしか味わうことの出来ない文化や豊な自然環境を次の世代に引き

継ぐためのヒントにしながら、新たな仕組みづくりに活かせるように取り組んでまいります。 



・沖縄本島の高校に進学する離島高校生が利用する集合的な学寮、「群星寮」の名で親しまれて

いるが、インフルエンザなどの病状が出た際は、保護者が飛行機に乗って寮に出向き、那覇市内

のホテルなどで滞在しながら生徒の回復を待つなどの負担を強いられている状況がある 

 沖縄県立離島児童生徒支援センター 

 

   
 

  
 
施設は那覇市東町のモノレール旭橋駅にほど近く、那覇市内の高校にはモノレールの定期券で通

学する生徒が多い。 
 
通学校例 

泡瀬高校・南風原高校・浦添高校・浦添工業高校・那覇高校・那覇商業高校 

那覇国際高校・那覇西高校・小禄高校・陽明高校・首里高校 他 
 
入寮費 入寮時 10,000 円  

使用料 月額  19,000 円 （寮費 施設維持管理費・水光熱費等） 

食材費 月額  18,300 円 （寮食 朝 254 円・夕 356 円） 
 
離島高校生就学支援金については 

使用料（寮費）は補助対象経費 

入寮費・食材費は補助対象経費に該当するか市町村毎に異なる 
 
朝食・夕食は施設で提供（自費）されているが、昼食は各学校での弁当販売やコンビニ飲食店な

どを利用しているとのこと。 

祝日などの昼食についても寮内での自炊は禁止で、お湯や電子レンジは使用できる。 

各個室で、風呂トイレや洗面洗濯などは共用施設となっている。 
 
寮生は実家を離れ、時間厳守の集団生活の中で、施設の掃除当番や洗濯など自活しなければなら

ないため、部活や自習時間などもある程度限られてくるが、県内離島出身の境遇を共にする同世

代との集団生活は、少子化の中では有意義な交流になるであろうと思いました。 

支援センター1 階には多目的ホールスペースがあり、入寮式をはじめ様々な交流イベンなどに使

用されているとのことでした。 

今後は、伝統行事などの練習期間などに郷友会で使用するなども可能なので、活用してほしいと

いうお話もありました。 
 



高校の無い本町にとって、島外への進学は親元を離れ様々な制限や不自由な境遇で生活するだけ

ではなく、故郷で過ごす時間や経験を積む機会の消失に、金銭的な負担も多く、また保護者にと

っても成長し活躍する我が子の姿を見る機会が大きく失われてしまう。 

そして故郷の島々地域においては、若者たちの溌剌とした活気や、島での役割を果たす人材が失

われてしまう残念な思いがある。 

今後はさらに金銭的負担を減らし、島と進学先を行き来する機会の増加や、ラーケーションなど

の取り組みを推進していきたい。 
 
 
 
・移住・定住の推進をする上で、生コン価格の高騰を受けて、町内で建造しても低価格で暮らし

やすい、木造平屋建ての住居にヒントを得るため、日本各地の伝統的な古民家の展示を視察し

た。 

 公益財団法人 大阪府文化財センター 日本民家集落博物館 
 
日増しに進行する物価高騰の中でも、生コンクリートの大幅な値上げは移住定住を目指す上で建

設業や住宅建築にとって非常に大きな課題であります。 

しかし、近年では木造住宅が耐震構造などにおいても強化されると同時に、バリアフリーで暮ら

しやすい平屋の生活も見直されています。 

また本町では現存する沖縄最古の茅葺き民家、県指定文化財の「新盛家住宅」をはじめ、竹富島

の伝建地区（重要伝統的建造物群保存地区）や各島に古民家が残されています。 

今後は、伝統的な木造家屋の暮らしを取り戻しながら、ふるさとの原風景を保存や再現する事業

も展開していくべきではないでしょうか。 

しかし、台風常襲地域であることや、猛暑などの気候変動にも対応できる、強くて快適に暮らせ

ることも必須条件になっているので、全国の古民家の構造や暮らしの背景を探りながら、長く安

心して暮らせる住居の研究に取り組んでいくべきと感じました。 
 

 
 

 



・町内における、有害鳥獣駆除や外来種の駆逐に活躍する猟銃を所持する猟友会員にとって、取

得のための八重山警察署への申請や、沖縄本島での技能講習会受講に県外の射撃場への交通費や

滞在費用などが大きな個人負担となっている。 

沖縄県内には射撃場がなく、教習射撃講習や、使用する猟銃の照準調整や点検、技術向上のため

の標的射撃訓練などを受けられる県外の射撃場に予約を取り、自費で出向かなくてはならない。 

 大阪 高槻国際射撃場 
 
猟銃を用いた狩猟鳥獣の捕獲や、主に農業や住民生活に被害を及ぼし続けているイノシシ・カラ

ス・カモなど有害鳥獣の駆除、そしてインドクジャクといった畑や野菜などに被害を及ぼし在来

生物の生息環境に影響を及ぼす外来種の駆逐などを行うためには、猟銃の使用が必要不可欠で

す。 

そのためには猟銃や空気銃の所持許可と狩猟免許を取得しなければなりません。 

その上で、保管設備の購入設置と実際に高額な銃砲や実包の購入をして、さらに狩猟登録などを

しなければなりません。 

その過程には、全て実費で初心者講習等の受講・技能講習・教習射撃講習や、各段階ごとの受講

申請・許可申請・確認検査などがあり、さらに必要な申請書類には、医師の診断書・使用保管計

画書・住民票・身分証明書・経歴書・身辺調査と、費用と日数の大きな負担があります。 

その上で初めて鳥獣捕獲実施隊員や捕獲員として委嘱・任命を受けてパトロールや駆除活動を実

施しても、捕獲できなければ全ての経費がボランティアに終わることが多い。外来種の駆除要請

に対する日当も 8000 円と非常に安価であり、宿泊先も関係者個人宅に受け入れて頂き、雑魚寝で

対応しているような状況がある。 

ただでさえ、猟銃の所持許可には非常に高額な費用や日数を要する上に、ボランティアが続く状

況では、十分な有害鳥獣駆除や外来種の駆逐にはつながらず、農家の被害や自然環境の保全が困

難な状況が続くことになる。 

今後は、個人への渡航費の助成や、活動手当の拡充などを行う必要があると認識し、しっかりと

被害防止に向けた要請を行なっていきたい。 
 
※ 銃砲店や射撃場には所持許可のない者は立ち入りを許されず、実銃や実弾実包を取り扱う観点

から、安全配慮や犯罪防止のために撮影などは全面的に禁止されている。 

そのため射撃場内に関する写真・資料などは掲載していません。 
 

 





日付　 科目 摘要 金額 備考

7/27 調査研究費 交通費 101,160    航空券8/28石垣ー那覇－仙台　9/1仙台ー那覇ー石垣

8/27 調査研究費 交通費 2,540        船代　上原ー石垣

8/28 調査研究費 交通費 28,710      レンタカー　8/28～9/1

8/28 調査研究費 交通費 1,550        高速代

8/30 調査研究費 宿泊費 13,310      下道荘8/28～30

8/30 調査研究費 交通費 1,550        高速代

8/30 調査研究費 交通費 890          高速代

8/30 調査研究費 交通費 210          高速代

8/30 調査研究費 交通費 500          駐車場代

8/30 調査研究費 交通費 1,000        松島船代

8/31 調査研究費 交通費 4,795        ガソリン代

9/1 調査研究費 宿泊費 22,400      コクボ荘8/30～9/1

9/1 調査研究費 交通費 1,340        高速代

9/1 調査研究費 交通費 1,560        ガソリン代

181,515    合計

山下　義雄　政務活動費収支明細(第２四半期)















 

 

政務活動報告 竹富町議会 山下義雄 

令和 7年 10月 10日 

 

「宮城県南三陸町における防災体制と震災伝承などについての現地視察報告」 

 

 

・視察の日程   

令和 7年 8月 28日〜9月 2日 

8月 28日 移動日 

    西表−石垣（高速船） 

    石垣−那覇−仙台（飛行機） 

    仙台−南三陸町（レンタカー） 

 29日 視察 

   ・道の駅「さんさん南三陸」  宮川さん 南三陸町役場商工観光課長 

   ・南三陸３１１メモリアル館  高橋さん 役場派遣職員（元総務課長） 

    （館内シアター・ラーニングプログラム③受講） 

   ・まち歩き語り部（遺構 旧防災庁対策庁舎跡） 畠山さん 観光協会職員  

   ・南三陸さんさん商店街  伊藤さん 観光協会事務局次長 

   ・歌津エリア散策  小野寺さん 歌津夏まつり実行委員長 

    （水田・払川ダム・田束山展望台・港湾・防波堤など）  

   ・南三陸町長表敬  佐藤町長・宮川課長・伊藤次長 

   ・懇談懇親会  佐藤町長 宮川課長 伊藤町議ほか 

 30日 視察 

   ・仙台空港および周辺市街地（震災では空港全体も被災） 

   ・日本三景「松島」（260を超える島々が点在する景勝地） 

   ・塩釜水産物仲卸市場（新鮮な魚介を一般客も購入したり食事ができる） 

   ・南三陸メモリアル（館内シアター・ラーニングプログラム②） 

   ・南三陸ハマーレ歌津夏まつり会場（会場確認と物産販売ブースの前準備） 



 

 

 

 31日 復興イベント「歌津夏まつり」へ参加 

   ・「歌津夏まつり」オープニングセレモニー出席 

   ・物産販売ブース（生パイン・黒糖）竹富町 PR 

   ・関係者打ち上げ交流会 

9月 1日 移動日 

    南三陸町−仙台（レンタカー） 

    仙台−那覇−石垣（飛行機） 

    石垣宿泊 

  2日 石垣−西表（自宅到着） 

 

・視察の目的 

 今後の竹富町における防災・減災体制の強化を目的に、2011年の

東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県南三陸町を訪問し、同町

の復興過程や防災教育・震災伝承の取り組みを学ぶため。 

 視察に南三陸町を選んだ理由は、津波で流された歌津地区の郵便

ポストが西表島に流れ着いたという不思議なご縁を感じているから

です。このエピソードは非常に感動的で、南三陸町歌津（うたつ）

地区と沖縄県竹富町西表島をつなぐ、奇跡のような出来事として語

り継がれています。 

 今年の 6月 28日には、南三陸町関係者がポストが漂着した西表島ユツンを訪れる機会

があり、私も急遽現場を案内することができました。 

 このようなご縁を感じながら、また沖縄を代表する音楽ユニット BEGINによる復興イ

ベントへの取り組みからも、町民同士や特に子供たちを通した相互交流についても様々な

観点から検討していくためです。 

 

【南三陸町歌津の郵便ポストが西表島に流れ着いたエピソード】 

 2012年 12月、沖縄県西表島の砂浜に流れ着いたポスト。そのポストが、東日本大震災

の津波によって流された南三陸町歌津地区のポストだったのです。 

 このポストは、1年 9カ月太平洋を旅しながら、遠い西表島に流れ着いたのです。 



 

 

 その後、このストーリーに心を打たれた多くの方のご尽力により、2013年 8月に故郷の

歌津に帰ってくることが出来ました。 

 返還されたのをきっかけに、復興ソング「歌津さきてけさい」もできあがった。曲を手

掛けたのは、沖縄の音楽ユニット BEGIN（ビギン）。南三陸の子どもたちが同ポストを

テーマに書いた作文をモチーフに曲に仕上げたという。曲は毎日同商店街の BGMとして

流れています。 

 2014年には、この 1連の物語が 1冊の絵本となり、演劇となり、たく

さんの人に、笑顔と勇気をプレゼントしてくれました。 

 現在は、ハマーレ歌津内に流れ着いたポストも展示されています。ぜ

ひ、訪れた際はご覧ください。 

 およそ 2,000キロ以上の距離を海流に乗って漂流し、西表島にたどり着いたことから、 

「復興への希望の象徴」 

「離れていても心はつながっている」 

「津波の脅威と自然の力の大きさ」 

 など、様々な意味で人々の胸を打ちました。その後 日本郵便を通じて、ポストは宮城

県に戻されることになりました。南三陸町では、このポストを震災の記憶を伝えるモニュ

メントとして保存し、後世に残すことが検討されました。実際にこのエピソードは、テレ

ビや新聞などで大きく報道され、震災伝承の一つの象徴として知られるようになりまし

た。 

 

・視察内容 

・南三陸町旧防災対策庁舎跡 

概要：震災時の象徴的施設であり、職員の尊い命が失われた

場所 

・南三陸 311メモリアル（南三陸震災伝承施設） 

展示内容：被災当時の映像、復興の歩み、地域住民の証言特

に印象的だった事例（避難行動、住民主体の復興計画など） 



 

 

教訓：地域全体の「共助」体制、防災教育の継続的実施の

必要性 

地元職員・関係者との意見交換や地元行政の取り組み（避

難訓練、防災無線、まちづくりとの統合） 

課題として挙がった点（風化の懸念、高齢化、防災意識の

差） 

 

 ・竹富町への今後の取り組み 

・竹富町でも明和の大津波など災害遺構的な「語り継ぎの場」を検討 

・観光客や住民参加型の避難訓練・防災ワークショップの拡充 

・防災教育を観光とも連携させ、地域全体の防災力を底上げ 

・小中学校での「震災伝承授業」など防災教育の導入検討 

 今回の視察を通じ、災害に対する「記憶の継承」と「備えの文化」の重要性を再認識し

ました。竹富町の島々の特性に即した持続可能な防災体制の確立に向け、議会活動を通じ

て引き続き全力で取り組んでまいります。 

 

 

 



様式第２号(第３条関係) 

 

令和 7年 7月 1日 

 

 

竹富町議会議員 

山 下 義 雄 殿 

                         竹 富 町 長 

                         （ 公 印 省 略 ） 

政務活動費交付決定通知書 

竹富町議会政務活動費の交付に関する条例第６条の規定により、下記のとおり政 

務活動費の交付を決定したので通知します。 

記 

１ 交付決定額 金 2 70 , 0 00 円 




